
【都道府県】�

「国民保護計画」�

・都道府県知事が作成�
・総務大臣を経由して�
　内閣総理大臣に協議�

【指定行政機関】�

「国民保護計画」�

・指定行政機関の長が�
　作成�
・内閣総理大臣に協議�

【指定公共機関】�

「国民保護業務計画」�

・指定行政機関の長を�
　経由して内閣総理大�
　臣に報告�
（内閣総理大臣は必要な助言）�

【市町村】�

「国民保護計画」�

・市町村長が作成�
・都道府県知事に協議�

【指定地方行政機関】� 【指定地方公共機関】�

「国民保護業務計画」�

・都道府県知事に報告�
（都道府県知事は必要な助言）�

・想定される武力攻撃事
態の類型�

・警報の発令、避難の指
示、被災者等の救援、
武力攻撃災害への対処
等の総合的な推進に関
する事項�

・国民保護計画又は国民
保護業務計画の作成の
基準となるべき事項�

地方公共団体や関
係する民間機関等
の意見を聴取�

関係機関の代表者等からなる�
都道府県国民保護協議会に諮問�

関係機関の代表者等からなる
市町村国民保護協議会に諮問�

【国】�

 「基本指針」�

・政府があらかじめ策定�
・国会に報告�

・指定行政機関の国民�
　保護計画において、�
　必要な事項を記載�

国 　 民 　 保 　 護 　 法 �

武力攻撃に伴う�
被害の最小化�

救　援�避　難�

●国、地方公
共団体等の
責務�
●国民の協力�
●基本指針・国
民保護計画・
業務計画�

●国民保護協
議会�
●訓練�
　など�

第1章�

●警報の発令�
●避難措置の
指示�

●避難の指示�
●避難住民の
誘導�

　など�

第2章�

●救援の指示�
●救援の実施�
●安否情報の
収集�

　など�

第3章�

●武力攻撃災
害への対処�

●生活関連等
施設の安全
確保�

●消防�
●被災情報の
収集�

　など�

第4章�

●国民生活の
安定�

●施設及び設
備の応急の
復旧�

　など�

第5章�

●復旧�
●備蓄�
●財政上の措
置�

●緊急対処事
態に対処す
るための措
置�

　など�

国民保護法の概要�
�

　国民保護法では、武力攻撃事態等に備えてあらかじめ国が定める基本指針、地方公共団体が作成

する国民の保護に関する計画（国民保護計画）、国民保護計画を審議する国民保護協議会、指定公

共機関及び指定地方公共機関が作

成する国民の保護に関する業務計

画（国民保護業務計画）などにつ

いて規定しています。�

　また、国民の生命、身体及び財

産を武力攻撃事態等から保護する

ための国や地方公共団体などの重

要な役割を「避難」、「救援」、

「武力攻撃に伴う被害の最小化」

の三つの柱として定めています。�

�

国民の保護に関する基本
指針及び国民保護計画等�
�

　武力攻撃事態等において、実際

にこれらの国民の保護のための措

置を実施することに備えて、あら

かじめ、国は基本指針を、地方公

共団体は国民保護計画をそれぞれ

作成しておく必要があります。基

本指針と国民保護計画等の関係は

右の図のようになっています。�



国（対策本部） 

都道府県知事・指定都市の長（市町村長） 

救援の指示 

救援の実施 

安否情報の収集と照会に対する回答 

収容施設の設置、食品・飲料水の提供 
生活必需品の提供・医療の提供など 
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避難措置の指示 警報の発令 
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国（対策本部） 

都道府県 
（国民保護対策本部） 

市町村 
（国民保護対策本部） 

＜警　報＞ 
・武力攻撃事態等の現
状及び予測 

・武力攻撃が迫り、又は
現に武力攻撃が発生
したと認められる地域 

・住民に対し周知させる
べき事項 

○避難の方法 
○避難の経路
などを指示
します。 

＜避　難＞ 
・住民の避難が必要な地
域 

・住民の避難先となる地
域 

・住民の避難に関して関
係機関が講じるべき措
置の概要 

警
報
が
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れ
ま
し
た
。
○
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方
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避
難
方
法
は
×
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で
す
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家の中への避難 県境を越える避難 

避難先地域への避難 

防災行政無線 

国　民 

警
報
の
通
知 

避難の指示 

外部からの武力攻撃 

指定公共機関 
指定地方公共機関 

避難実施要領 

消防、警察、自衛隊 
による避難誘導 

知事に 
よる指示 

警報が 
発令され 
ました 

避難して 
ください 

テレビ、ラジオに
よる警報・避難の
指示の内容の放送 

＜国は＞日本に対する武力攻
撃が迫った場合、その情報を
把握し、国民に警報を発令し
ます。避難の必要があると認
めた場合は、避難措置の実施
について、都道府県知事に指
示を行います。 

＜県は＞国から避難措置の指
示を受けたときは、市町村長
を経由して、住民に対し、避
難の指示を行います。 

＜市町村は＞都道府県知事が
避難の指示を行ったときは、
消防等を指揮し、避難住民の
誘導を行います。 

＜国は＞避難した後の住民の
生活を救援するため避難先を
管轄する都道府県知事に対し、
救援に関する措置を講じるよ
う指示を行います。 

＜県は＞国の指示に従って、
被災者や避難住民に対し、救
援を実施します。国からの指
示を待ついとまがないときは、
指示を待たないで救援を行う
ことができます。 

＜市町村は＞都道府県知事が
行う救援を補助します。政令
市においては、自ら救援を実
施します。 



国・都道府県・市町村が協力して対処 

生活関連等施設（原子力発電所、
ダム、鉄道施設など）の安全の確
保、警備の強化、立入制限などを
行います。 

危険物、毒物、劇物、高圧ガスな
どの取扱所での製造等の禁止・制
限などを行います。 

警戒区域の設定を行います。 
区域内への立入制限及び禁止、退
去命令を行います。 

消火、救急及び救助の活動を行い
ます。 

【訓練の実施】 
　国、地方公共団体、関係機
関は互いに協力して、国民保
護の措置について訓練を行う
よう努めます。 

 
【物資及び資材の備蓄】 
　国、地方公共団体は住民の
避難や避難住民の救援に必要
な物資及び資材を、備蓄・整
備します。 

 
【避難施設の指定】 
　県は、あらかじめ避難施設
を指定します。政令市におい
ては、自ら指定します。 

＜国は＞地方公共団体と協力
して、武力攻撃に伴う被害を
できるだけ小さくするために
必要な措置を実施します。 

＜県は＞危険防止に緊急の必
要があるときは、緊急通報を
発令します。また、生活関連
等施設について、警備の強化
を要請します。 

＜市町村は＞危険が迫ったと
きに、退避の指示や警戒区域
の設定を行います。消防は火
災から住民を守り、災害の防
除・軽減に努めます。 



＜国は＞�

平成１６年９月１７日　国民保護法（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律）施行�

平成１６年度末めど 基本指針の策定�

 都道府県国民保護モデル計画を通知�

平成１７年度めど 指定行政機関国民保護計画の作成�

 市町村国民保護モデル計画を通知�

＜愛知県は＞�

平成１７年３月 「愛知県国民保護協議会条例」「愛知県国民保護対策本部及び愛

知県緊急対処事態対策本部条例」施行�

 指定地方公共機関の指定�

 ４月 愛知県国民保護協議会委員の任命�

平成１７年度めど 愛知県国民保護計画の作成�

＜市町村は＞�

平成１８年度めど 国民保護計画の作成�

＜指定公共機関は＞�

平成１７年度めど 国民保護業務計画の作成�

＜指定地方公共機関は＞�

平成１８年度めど 国民保護業務計画の作成�

計画策定の流れ�

発 　 行　愛知県防災局防災課�

電 　 話　０５２－９５４－６１４７�

Ｆ Ａ Ｘ　０５２－９５４－６９１２�

Ｅ-mai l　bosai@pref.aichi.lg.jp�

資料提供　総務省消防庁�

（消防庁HP　http://www.fdma.go.jp/）�

�

平成１７年３月 


